
名糖運輸株式会社 
およびそのグループ会社の皆さまへ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保険期間：２０２3 年８月２８日午後４時～ 

２０２4 年８月２８日午後４時（１年間） 
（保険料のお支払いは２０２３年１０月より毎月給与引去り） 

＜自動継続の取扱いについて＞ 
●前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない

場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継
続加入の取扱いとさせていただきます。（病気プランおよび親介護オプションで年
令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保

険料となりますのでご了承ください。） 

■医師の診査は必要ありません。 
（健康状況告知書をご提出いただくだけで 

結構です。） 
■保険料は給与引去りです。 

〈引受保険会社〉 三井住友海上火災保険株式会社 企業営業第四部第一課 
東京都千代田区神田駿河台 3-11-1 

TEL：03-3259-6638 FAX：03-3259-7093 

●ご相談先 お問い合せはお気軽に代理店・扱者までご連絡ください。 
〈代理店・扱者〉株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス 担当：兼平・藤 

東京都新宿区若松町３３－８ アール・ビル新宿
TEL:03-5291-8114 FAX：03-5291-7584 

名糖運輸株式会社 

前年度ご加入いただいた被保険者の

人数に従って割引率が適用されます。 

申込締切日：２０２3 年６月３０日（金） 

加入申込票提出先：名糖運輸株式会社総務部 

この制度は、申込締切日以降も中途加入をすることができます。 

中途加入をご希望の場合は下記＜代理店・扱者＞へご連絡ください。 

本パンフレットには「団体総合生活補償保険（MS&AD 型） パンフレット別冊」が付いています。 
お申込みの際には必ずあわせてご確認ください。 
 

◎「ケガ」プラン（天災危険補償付） 
◎「病気」プラン 
(注) 「ケガ」プランと「病気」プラン両方に 

ご加入いただくこともできます。 

◎日常生活賠償責任補償特約 
◎携行品損害補償特約 
◎受託物賠償責任補償特約 
◎ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 
◎親介護（親介護一時金支払特約・親の介護による

休業補償特約） 

◎「自転車通勤者向け」プラン 
交通事故によるケガのみを補償する 
プランです。 

 

病気とケガの補償を基本に 
オプションで幅広い備えを 



「基本プラン」と口数をお選びください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

天災危険補償 あり 

セット名 Ｔ１ 

傷害死亡・後遺障害保険金額 10 万円 

傷害入院保険金日額 
支払限度日数：１８０日 

支払対象期間：１，０９５日 
4,500 円 

傷害手術保険金 
入院中の手術：傷害入院保険金日額×１０ 

入院中以外の手術：傷害入院保険金日額×５ 

傷害通院保険金日額 
支払限度日数：９０日 

支払対象期間：１８０日 
3,600 円 

月払保険料（１口あたり） 1,４８0 円 

加入限度口数 ２口 

 

■病気プラン 

 

セット名 Ｓ 

疾病入院保険金日額 
支払限度日数：１８０日 

支払対象期間：１，０９５日 
4,000 円 

疾病手術保険金 
入院中の手術：疾病入院保険金日額×２０ 

入院中以外の手術：疾病入院保険金日額×５ 

疾病放射線治療保険金 疾病入院保険金日額×１０ 

（退院後）疾病通院保険金日額 
支払限度日数：９０日 

支払対象期間：１８０日 
3,５00 円 

月払保険料（１口あたり） 次ページ月払保険料表をご確認ください。 

加入限度口数 ２口 

 

★ ケガプラン、病気プランのみでもご加入いただけます！！ 
★ Ｔ１セットは天災危険補償付です！！ 

（地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も補償の対象になります。） 
★ ご家族（＊）の方もご加入いただけます。（＊）配偶者さま、お子さま、ご両親、ご兄弟・ご姉妹、ご本人と同居のご親族・家事使用人 
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■ケガプラン 

 

 

〈複数のセットにご加入される場合のご注意〉 

15 才未満の方が基本プラン（ケガプラン）を複数のセットでご加入される場合は、傷害入院保険日額は合計 15,000 円

以内、傷害通院保険金日額は合計 10,000 円以内となるような口数でお申込ください。 



「オプション」をお選びください。 
 

 
セット名 保険金の種類 保険金額 月払保険料 

BA 日常生活賠償保険金  

 

 １億円 １３０円 

K 携行品損害保険金 
 

 
２０万円 

（免責金額  

１事故につき 3,000 円） 

１１０円 

J 受託物賠償責任保険金 

 

 
１０万円 

（免責金額  

１事故につき 5,000 円） 
２０円 

H 
ホールインワン・ 

アルバトロス費用保険金 

  
２０万円 ２１０円 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本人の年令（保険始期日時点） 月払保険料 本人の年令（保険始期日時点） 月払保険料 
生後 15 日～4 才 520 円 45～49 才 1,000 円 

5～9 才 390 円 50～54 才 1,410 円 
10～14 才 190 円 55～59 才 2,000 円 
15～19 才 200 円 60～64 才 2,940 円 
20～24 才 340 円 65～69 才 4,540 円 
25～29 才 520 円 70～74 才 6,850 円 
30～34 才 680 円 75～79 才 10,980 円 
35～39 才 730 円 80～84 才 16,700 円 

40～44 才 760 円 85～89 才 18,610 円 

【病気プラン月払保険料（１口あたり）】 
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日常生活で他人の身体や財物に損害を 
与えるなどして法律上の損害賠償責任を
負った場合 

携行品（衣類・スポーツ用品など住宅の
外で携行している身の回り品）が火災、
盗難などにより損害を受けた場合 

受託物（日本国内で他人から借りた物・
預かった物）を損壊したこと等により所
有者に対して法律上の損害賠償責任を負
った場合 

日本国内でホールインワンを達成し、贈呈

用記念品購入費用や祝賀会の開催費用がか

かった場合 

自転車通勤されている方には専用プランをご用意しています。詳しくは P５をご覧ください。 

 

〇基本プランをお申込みの方のみご加入いただけます。 
〇下記オプションのセットにあたっては、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセット

された特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重
複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によって
はいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差
異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

加入限度口数：1 口 

（注）ケガプラン、病気プラン、オプションは前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。 



 
 
【保険金のお支払事例】 

交通事故で寝たきりになった父親の介護で１年と 93 日勤務先の就業規則に基づく介護休業を 

取得した場合 

 

 

セット名 保険金の種類 保険金額 

Ｎ 

親介護一時金 
 

親御さま（特約被保険者）の要介護状態（要介護 2 以上の状態）※が９０日を超えて 

継続した場合 200 万円 

介護による休業補償保険金 

（てん補期間：12 か月）  

要介護状態（要介護 2 以上の状態）※である親御さま（介護対象者）を介護するために、

勤務先の就業規則に基づく介護による休業を 93 日を超えて取得した場合 
10 万円 

 
 

（注）介護を受ける方（親）1 名あたりの保険料です。 
 
 

 

 

 

 
 
 
＜共通＞ 
●保険料は、保険始期日時点（２０２3 年８月２８日）における親御さまの満年令でご確認ください。 

●特約被保険者および介護対象者となれる方は、被保険者本人の親（姻族を含む）最大２名までとなります。ただし、親の健康状況によっては、ご加入いただけない場合があります。 

＜親介護一時金（親介護一時金支払特約）＞ 

●介護のため一時的に必要となる費用（介護用品・住宅リフォーム費用等）に充当することを目的とした特約です。 

●フランチャイズ期間 90 日･･･要介護状態が 90 日を超えて継続した場合に保険金をお支払いします。 

＜介護による休業補償保険金（親の介護による休業補償特約）＞ 

●保険金額は、被保険者本人の年間定期所得の１／１２以内となるように設定してください。年間定期所得の１／１２を上回る部分については保険金をお支払いできません。 

●要介護状態である親（介護対象者）を介護するため、子（被保険者）が、勤務先の就業規則に基づく介護休業を取得した際に減少する所得の一部を補償することを目的とした特約です。ご加入にあたっては、ご自身に

適用される就業規則等の規程を必ず確認ください。 

●免責期間 93 日･･･休職開始後 94 日目から保険金をお支払いします。 てん補期間 12 か月･･･免責期間終了日の翌日から起算して、最大 12 か月まで保険金をお支払いします。 

親の年令（保険始期日時点） 月払保険料（注） 親の年令（保険始期日時点） 月払保険料（注） 

20～24 才 30 円 55～59 才 300 円 

25～29 才 30 円 60～64 才 690 円 

30～34 才 30 円 65～69 才 1,620 円 

35～39 才 30 円 70～74 才 3,690 円 

40～44 才 30 円 75～79 才 8,180 円 

45～49 才 ６0 円 80～84 才 21,170 円 

50～54 才 130 円 85～89 才 42,540 円 

【月払保険料】  

 
加入限度口数：1 口 
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このような場合にお役に立ちます！ 親介護一時金                   ＝200 万円 

介護による休業補償保険金     10 万×12 か月＝120 万円 

 

合計 320 万円 

★親介護オプションは、名糖運輸株式会社およびそのグループ会社の従業員の方のみご加入いただけます。 

※「要介護状態（要介護 2 以上の状態）」についてパンフレット別冊Ｐ１７をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆データでみる親介護への経済的な備え 

 

介
護
介
護 継続的に発生する費用 月額約 8.3 万円×61.1 か月（介護を始めてからの経過期間の平均） 

初期費用 

約74 万円 

「親介護一時金」は、初期段階でまとまった金額を受け取れるので「介護初期費用」に充当可能！ 
介護の担い手が従業員でない場合も経済支援の原資に！ 

※生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」令和３年度 

 
 

有給休暇 100％ 

雇用保険からの給付 67％ 

 

収入が 
減少 

この収入の減少に備えるのが「介護による休業補償保険金」です。従業員の休業・休業中の生活をサポートします！ 

雇用保険で給付されない３３％ 就業規則に基づく 
法定外介護休業期間 

 

雇用保険からの給付なし 

育児・介護休業法に基づく介護休業 
（93 日） 

有給消化 

復
職 

所
得
の
推
移 

給付期間終了 

◆データでみる親介護のリスク 

 
①加入手続は簡単！医師の診査は必要なし！ 
（基本プランの被保険者（子）が特約被保険者・介護対象者（親）を代理して健康状況告知書にご回答ください） 
②被保険者ご本人が基本プランに加入することで、親御さまはこのオプションのみにご加入いただくことが可能です！ 
③親御さまは満 89 才までご加入可能です！ 
④要介護 2 以上の状態で所定の要件を満たしたときに保険金をお支払いします！ 

親介護オプションの特長 
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超高齢社会到来!!  

要介護（要支援）の認定者数は年々増え続け、 

2010 年からの１2 年間で約 1.４倍に。（出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計-各年 4 月審査分」） 

脳卒中や転倒・骨折等をきっかけに要介護状態になる高齢者は多く、「親の介護は突然やってくる」といえます。親の介護が 

必要になったときに「介護を理由に仕事を辞めない」ためには、あらかじめ経済的な備えをしておくことが重要です。 

介護発生 

介
護
の
費
用 

～増加する要介護（要支援）の認定者数～ （万人） 

 

 

 

 

 



自 
 
 

 
セット名 保険金の種類 保険金額 月払保険料 

BA 日常生活賠償保険金 

 日常生活で他人の身体や財物に損害を与え
るなどして法律上の損害賠償責任を負った
場合 
（交通事故に限りません） 

１億円 １３０円 
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■ケガプラン（交通事故危険のみ補償特約付） 

 

セット名 Ｂ 
傷害死亡・後遺障害保険金額 １０万円 

傷害入院保険金日額 
支払限度日数：１８０日 

支払対象期間：１，０９５日 
4,300 円 

傷害手術保険金 
入院中の手術：傷害入院保険金日額×１０ 

入院中以外の手術：傷害入院保険金日額×５ 

傷害通院保険金日額 
支払限度日数：９０日 

支払対象期間：１８０日 
3,100 円 

月払保険料（１口あたり） 4９0 円 

加入限度口数 3 口 

 

ケガの補償 賠償責任の補償 

 おすすめご加入例 

基本プラン（交通事故危険のみ補償特約付）Ｂセット       オプション（日常生活賠償保険金）ＢＡセット 

                                                                        ＝ 月々の保険料はわずか620円！ 490円                                  130円  プラス 

 

 

★ 交通事故によるケガのみを補償するプランです。 
★ 自転車事故に限らず、自動車や原動機付自転車などの事故によるケガも補償します。 
★ ご家族（＊）の方もご加入いただけます。（＊）配偶者さま、お子さま、ご両親、ご兄弟・ご姉妹、ご本人と同居のご親族・家事使用人 

加入限度口数：1 口 

〇基本プランをお申込みの方のみご加入いただけます。 
〇下記オプションのセットにあたっては、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセット

された特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重
複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によって
はいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差
異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

 

（注）ケガプラン、オプションは前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。 

〈複数のセットにご加入される場合のご注意〉 
15 才未満の方が基本プラン（ケガプラン）を複数のセットでご加入される場合は、傷害入院保険日額は合計 15,000 円以内、 

傷害通院保険金日額は合計 10,000 円以内となるような口数でお申込ください。 



●P１～５で募集するプランにセットされている特約 
 

特約名 保険金の種類 募集プラン名 
傷害補償（ＭＳ＆ＡＤ型）特約 傷害 

保険金 
傷害死亡保険金 傷害後遺障害保険金 傷害入院保険金 

Ｔ１、Ｂ 
傷害手術保険金 傷害通院保険金  

疾病補償特約 疾病 
保険金 

疾病入院保険金 疾病手術保険金 
Ｓ 

疾病放射線治療保険金 疾病通院保険金 
疾病手術保険金等支払倍率変更特約 疾病手術保険金 Ｓ 
・親介護一時金支払特約 
・要介護 3 以上から要介護 2 以上への補償範囲拡

大に関する特約（介護一時金支払特約用） 
親介護一時金 Ｎ 

・親の介護による休業補償特約 
・要介護 3 以上から要介護 2 以上への補償範囲拡

大に関する特約（介護による休業補償特約用） 
介護による休業補償保険金 Ｎ 

日常生活賠償特約 日常生活賠償保険金 ＢＡ 
受託物賠償責任補償特約 受託物賠償責任保険金 Ｊ 
・携行品損害補償特約 
・新価保険特約（携行品損害補償特約用） 

携行品損害保険金 Ｋ 

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 
（団体総合生活補償保険用） 

ホールインワン・アルバトロス費用保険金 Ｈ 

 

 

特約名 募集プラン名 
天災危険補償特約 Ｔ１ 
交通事故危険のみ補償特約 Ｂ 

 
 
 

 
 
●この保険は名糖運輸株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料

を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。 
●お申込人となれる方は名糖運輸株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員に限ります。 
●この制度で被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲は、名糖運輸株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員およびその家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族なら

びに家事使用人をいいます。）です。 
（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 

●次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。 

・この保険制度に新規加入される場合 
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合（被保険者の変更、補償内容の変更 など） 
・既にご加入されているがご継続されない場合 
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 ご加入にあたっての注意事項 




